
草津市における地域防災の取り組み

「流域治水シンポジウム」

草津市都市建設部

水害に強い
地域づくり

「草津市建築物の浸水対策に関する条例」：「洪水ハザードマップ」
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近年の集中豪雨の増加傾向

地球温暖化

これまでの河川行政による
災害対策（ハード）

水害を受ける側が自らの生命や財産を守り
被害を最小化する対策の推進

草津市建築物の浸水対策に関する条例 洪水ハザードマップ
の公表

浸水想定区域の公表

＋

草津市における建築物の浸水対策条例の構図

平成１８年９月１日施行

地域防災
流域治水
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浸水区
域

琵琶湖浸水想定区域図琵琶湖浸水想定区域図 草津市浸水のおそれのある区域図草津市浸水のおそれのある区域図

ＪＲ

※この図は、草津川、金勝川、野洲川、琵琶湖の浸水区域を

合成したものです。

琵琶湖

金勝川

新草津川

草津川上流

草津駅
旧草津川

国道１号

草津市
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草津駅前浸水イ
メージ

草津駅東口駅前広場 浸水イメージ写真

＜写真提供：琵琶湖河川事務所＞

平常時 浸水時
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市の責務

市民・事業者の責務

特定建築物の建築主の責務

・・・・・・・・ 情報提供・市有建築物の安全確保

・・・・・・・・ 自らの責任による安全対策の努力

・・・ 浸水対策の整備基準適合義務

浸水のおそれのある区域内 浸水のおそれのある区域外

・特定建築物

・防災活動拠点施設

（市役所・消防署・警察等）

・避難所

（学校等）

・一般建築物 ・高さ３１ｍ以上で非常用ＥＶを設ける

・地下室を設ける建築物

→届出義務 → 基準適合は努力義務

・その他の建築物

→ 基準適合は努力規定

区域内外共 基準適合義務

・電気設備関係は想定水位を考慮して設置

・地下を設ける場合は、可能な限り浸水しない構造

「草津市建築物の浸水対策に関する条例」の仕組み
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建築物の浸水イメージ図 高層建築物
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草津市庁舎：防水板による浸水対策

対策前

対策後

地下進入通路

設置中

防水板

地下：駐車場、電気室、集中書庫
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浸水対策条例に関する手続きの流れ

都市計画法に基づく開発行為に関する技術基準
開発事業に関する指導要綱 （草津市）

宅地の計画・・「草津市建築物の浸水対策に関する条例」に基づき計画するように努めること。

建築基準法に基づく建築確認・計画通知申請提出前

対象建築物は申請までに浸水対策の内容を届け出る ← 浸水対策条例

市長は届け出に対し必要な助言、指導を行う ← 浸水対策条例

事前指導
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京都大学多々納教授より水害について学びました。

災害に強い地域をつくるために「自分にできること・
地域にできること」を学びました。

＜地域の防災情報を整理しました＞

地域の避難場所はどこ？

避難場所に向かう避難経路に危険な場所がない
か確認しよう！

草津市洪水ハザードマップづくりワークショップ
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建築物の浸水対策

に関する条例

気づき

理 解

行 動

危機管理

減 災
「水害に強い地域づくりを目指して」 平成２２年１２月２３日

ご静聴ありがとうございました

草津市都市建設部

“元気”と“うるおい”の
あるまち草津


